
 名古屋市における地域生活支援拠点のイメージ図（令和６年度～） （別添２）

緊急時の受け入れ・対応体験の機会・場

短期

入所

グループ

ホーム

・原則、グループホームに

短期入所2床以上併設

・地域の事業所等と連携

・短期入所空床情報の提供

・グループホーム1床を体

験利用用として確保

・短期入所1床を緊急受入

用として確保

地域生活支援拠点事業所

地域生活支援推進事業所

名古屋市（区役所）・総合相談窓口

・区自立支援協議会の

運営等地域環境づくり

・人材育成

・地域連携コーディネー

ト事業

障害者基幹相談支援センター

専門的人材の確保・養成相談

※１ 空床確保の必要なし

・各事業所が特性（障害の種類等）を生かし、 「体験の機会・場」または「緊急時の受け入れ・対応」の機能を担うもの

※２ 各事業所の特性にあった障害者（児）の受け入れ・対応を行う

（地域生活支援推進事業所）

短期入所事業所

共同生活援助事業

（地域生活支援推進事業所）

相談支援事業所

（地域連携コーディネート事業再委託等）

（地域生活支援推進事業所）

居宅介護

重度訪問介護

（地域生活支援推進事業所）

行動援護事業所

同行援護事業所
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